様式第2号（第5条関係）

第　　　　　　　号
年　　　月　　　日


大町町自転車用ヘルメット購入費補助金（交付・不交付）決定通知書


　　　　　　　　　　様

大町町長　　　　　　　　　　㊞


　　　　年　　月　　日付けで申請のありました大町町自転車用ヘルメット購入費補助金の（交付・不交付）決定について、下記のとおり決定したので通知します。

記

	補助金交付決定額
	円

	補助金不交付決定
	理由






　※補助金の決定額は、交付決定通知後30日以内に指定口座に振り込みます。

	補助条件
　1　申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
　(1)　偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
　(2)　法令又は大町町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱の規定に違反したとき。
　(3)　補助金の交付対象となる自転車用ヘルメット購入以外の用途に使用したとき。
　2　町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
　3　申請者は、補助事業により取得した財産について、善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図るものとする。




